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法学部留学ハンドブック 
 

 

 

    法学部における手続き、取扱いを説明するものです。 

  留学プログラムの申し込みや留学における心構えは、留学センター発行の「留学の手引き」をご参照ください。 

    また、語学留学は「休学」の扱いとなるため対象外です。 

 

    私費留学：学位授与権のある教育機関への留学プログラム 

    語学留学：語学学校等への留学プログラム 

 

 

 

 

 

最終更新：2023 年 12 月 1日 
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留学における全体の流れについて（法学部） 
 

 
 

１．留学生説明会 

 留学における心構えや注意、留学中に整えるべき書類等について説明します。本来、留学の承認には教務

主任による面談が必要となりますが、留学生説明会参加者は説明会が面談を兼ねますので、対象者は指定さ

れた日時で必ず出席してください。 

 説明会終了後に、「留学願」を記入し提出します。 

 

 

２．帰国手続き 

 復学の手続きや単位認定の申請を行っていただきます。詳細な手続きは p3 をご確認ください。 
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法学部における留学期間・留学先学習内容の取扱いについて 
 

 法学部では、在学期間中に留学をしても、学習計画にもとづいた単位認定と在学期間への算入をもって 4

年間で卒業しうる体制を整えています。 

4 年間で卒業を目指す場合は、以下の要件を確認のうえ、留学前に学習計画を立ててください。 

 

１．在学年数に関して 

 法学部を卒業するには、大学に 4 年間「在学」する必要があります（3 年卒業を除く）。 

留学期間中の学籍状態は以下のとおり取り扱われます。 

交換留学・私費留学の期間を含め、入学から 4 年間で卒業をすることを希望する場合は、帰国後の手続き

によって留学期間を在学期間に含めることをご検討ください。ただし、私費留学の期間を在学期間に含める

場合には、単位認定をするとともに、単位認定料の支払いが必要となりますので費用や支払い手続きについ

てご注意ください。 

※語学留学は「在学」に含めることはできません。 

 

 

留学プログラム 学籍状態の取扱い  

交換留学（GLFP, EX-R,EX-L ,AIMS） 留学  

国内留学・ダブルディグリー（CS-L,CS-R,DD） 在学  

私費留学 留学  

語学留学・インターンシップ 休学 ※「留学」の対象外 

 
２．修得単位について 

 法学部を卒業するには、所定の単位を修得する必要があります。留学期間中は法学部における科目履修が

行えないため、留学中に履修した科目の単位を法学部の科目として認定することにより、不在期間の科目履

修を補うことが重要になります。 

単位認定は 4 ページのとおり審査が行われますので、よく確認しておいてください。 

※単位認定においては、履修した科目の性質に鑑み、算入区分が審査されますが、 

「法律必修科目」への算入は行われませんのでご注意ください。 

※法学部において認定する単位数は、留学先の単位数と必ずしも一致しません。 

詳細は 4 ページをご参照ください。 

※単位認定できる単位数には上限があります。 

上限単位数は留学出発前の履修状況によっても変化します。詳細は 4 ページをご参照ください。 
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単位認定について 
 
１．単位認定の対象 

（１）対象となる留学 

・「留学」として認められた私費留学 

・留学センター設置の交換留学(GLFP,AIMS を含む)、CS-L、CS-R、DD 等 

・同志社大学への留学 

※休学として認められた語学留学等における修得科目は対象外です。 

 

（２）対象となる科目 

・学位授与権を有する大学の正規科目で、留学先大学発行の成績証明書により証明される科目 

 

２．単位認定のルール 

（１）認定できる単位数の上限（概要） 

認定できる単位の上限は、半期留学の場合 23 単位、１年間留学の場合 44 単位ですが、早稲田大学の他箇

所（法学部以外の学部や GEC 等）で修得した単位を含め、卒業単位に含められる単位数には上限があります。

算入上限を超えた科目は「自由科目（卒業単位には算入されません）」として認定します。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）認定できる単位数の上限（詳細） 

認定できる単位の上限は２．（１）のとおりですが、正確には算入区分ごとの上限も存在します。制限に抵

触するケースは稀ですが、特に他箇所科目を多く修得している方は気を付けましょう。 
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例１：半期の留学で、既に一般教育の枠で 4 単位、共通選択の枠で 6 単位を他箇所科目により修得していた

場合 

  全体の単位認定上限：23 単位 

  法律選択・外国語・法律選択必修・基礎法の単位認定上限：23 単位（全体制限による） 

  一般教育・共通選択：22 単位（32-4-6） 

 

例２：1 年間の留学で、既に一般教育の枠で 4 単位、共通選択の枠で 16 単位を他箇所科目により修得してい

た場合 

  全体の単位認定上限：44 単位（実質 40 単位 28+12） 

  法律選択・外国語・法律選択必修・基礎法の単位認定上限：28 単位 

  一般教育・共通選択：12 単位（32-4-16） 

 

（３）認定単位数の算出基準 

・留学先大学での単位数がそのまま法学部の単位数になるわけではありません。 

・授業時間数 2,700 分＝4 単位を目安として単位数を算出します。ただし、語学と実技系（スポーツ、音

楽、歌、ダンス、図画工作、作品制作等）の科目を認定する場合は、2,700 分＝2単位が目安となります。 

・1 科目で授業時間が 2,700 分を超え、計算上 4 単位以上の場合も 4 単位の認定となることがあります。 

・その他、ECTS（European Credit Transfer and Accumulation System）や総学修時間等を用いての認定

となる場合もあります（授業時間のみの認定では単位数が極端に少なくなる場合等）。※希望通りの算出

基準が用いられるとは限りません 

 

（４）認定する科目区分 

・留学先で修得した科目は、修得した科目の英語名称で認定されます。 

・留学先で修得した科目は、原則として「共通選択科目」として認定されますが、内容によっては、法学

部設置科目である「外国語科目」「一般教育科目」「基礎法科目」「法律選択科目」「法律選択必修科目」

「自由科目」とする場合があります。 

・法律必修科目として認定することはできません。 
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単位認定の例① 

 

申請内容 

科目名（留学先） Encounters with Cosmos 

授業時間（分） 80 授業回数 34 授業時間合計（分） 2720 

科目名（算入）  

履修年度 2015 留学先での評価 B- 留学先での単位数 2 

算入希望科目区分 共通選択 

↓ 

単位認定結果 

科目区分 単位数 素点 評価区分 

共通選択 4 75 B 

 

 

単位認定の例② 

 

申請内容 

科目名（留学先） SPEAKING SKILLS IN ENGLISH 

授業時間（分） 90 授業回数 13 授業時間合計（分） 1170 

科目名（算入） English Theme 

履修年度 2015 留学先での評価 A 留学先での単位数 5 

算入希望科目区分 外国語 

↓ 

単位認定結果 

科目区分 単位数 素点 評価区分 

既習外国語 英語(Theme) 1 85 A 

 

※共通選択以外の区分へ算入を希望する場合は、対応する法学部科目名を示してください。 

※外国語へ算入されるのは、外国語（言語）の科目のみです。 

外国語で実施される教養科目は外国語として算入できません。 

 

 

（５）単位認定における注意 

①審査 

単位認定の可否は原則として書類審査により判定されますが、以下に該当する者については「面接審査」

を実施します。 

・私費留学者で 30 単位以上の単位認定を希望する場合 

・書類審査により、面接審査が必要だと判断された場合 
 

②単位認定料 

私費留学は、留学期間を在学扱いとして単位認定を希望する場合、単位認定料の支払いが必要です。１単

位あたりの単位認定料は、在学年数に含めることとした留学期間の始めの学期が属する年度における科目等

履修生聴講料 1 単位相当額です。（単位認定料は法学部事務所までお問い合わせください）。ただし、単位

認定料は留学期間の学費合計額を上限とします。  
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（６）留学プログラムごとの単位認定のサンプル 

 

  

科目名 授業時間 認定科目区分 認定科目名 認定区分 認定単位数
Arms Control and Disarmament 2700 法律選択 国際法特論 共通選択 4

Foreign Relations of People's Republic of China 2700 基礎法 外国法総論 共通選択 4

International Organization and International Law 2700 法律選択 国際機構法 法律選択 4

International Political Economy 2700 法律選択 国際経済法 法律選択 4

Introduction to African Study 2700 法律選択 地域研究 共通選択 4

Introduction to Hong kong and Macao 2700 一般教育 地域文化 共通選択 4

Politics, Economy and Foreign Affairs of Northeast-asian Countries 2700 法律選択 日本の国際法戦略 法律選択 4

Politics, Economy and Foreign Affairs of Southeast-asian Countries 2700 法律選択 国際機構法 法律選択 4

Psychology of International Relations 2700 一般教育 心理学 一般教育 4

Studies of Comparative Politics 2700 法律選択 地域研究 法律選択 4

The Outline of Chinese Politics 2700 基礎法 外国法総論 基礎法 4

Theories of International Relations 2700 法律選択 国際政治学 法律選択 4

World Religions and International Society 2700 一般教育 民俗学 一般教育 4

科目名 授業時間 認定科目区分 認定科目名 認定区分 認定単位数
European Law 1800 法律選択 EU法 法律選択 3

German Code of Civil Procedure 3600 基礎法 外国法総論 基礎法 5

History of the Reformation 1680 一般教育 宗教学 一般教育 2

Intensive Course Basic 5400 外国語 独語中級 独語中級 4

International law 1800 法律選択 International Law 法律選択 3

科目名 授業時間 認定科目区分 認定科目名 認定区分 認定単位数
ACADEMIC READING AND WRITING 3300 外国語 English Theme 英語(Theme) 2

SPEC TOPICS GLOBAL (Fall) 2200 共通選択 共通選択 3

SPEC TOPICS GLOBAL (Spring) 2200 共通選択 共通選択 3

SPEC TOPICS GLOBAL (Winter) 2200 共通選択 共通選択 3

DEVELOPING WORLD 2200 一般教育 国際協力論 一般教育 3

科目名 授業時間 認定科目区分 認定科目名 認定区分 認定単位数
PUNISHMENT & CORRECTIONS 2200 法律選択 犯罪者処遇法 法律選択 3

CRIMINOLOGY & SOCIAL JUSTICE 2420 法律選択 犯罪学 法律選択 4

CRIMINOLOGY & CRIMINAL JUSTICE 660 法律選択 刑事政策 法律選択 1

INTERNATIONAL POLITICS 2420 法律選択 国際政治学 法律選択 4

INTRO BUSINESS & WORLD AFFAIRS 2420 法律選択 International Business Law 法律選択 4

INTRO INTERCULTURAL COMM 2420 一般教育 Intercultural communication 共通選択 4

INTRO INTERNATIONAL STUDIES 2420 法律選択 国際関係論 法律選択 4

SPST: BUSINESS ENGLISH (Winter) 1210 外国語 English Advanced 英語(上級) 1

INTRO TO LAW & LEGAL STUDIES 2420 基礎法 外国法総論 基礎法 4

INTRODUCTION TO INTERNATIONAL STUDIES 2310 一般教育 国際協力論 一般教育 3

科目名 授業時間 認定科目区分 認定科目名 認定区分 認定単位数
Sp St Intro Amer Law 2220 基礎法 外国法総論 基礎法 3

2nd Year Spanish 2000 外国語 スペイン語中級 西語（中級） 1

Intro Wom & Gender St 2200 一般教育 ジェンダー論 一般教育 3

Intens Begin Spanish (Winter) 2500 外国語 スペイン語 西語（中級） 2

Oral Skills 1550 外国語 English Advanced 英語(上級) 1

Intro Academic Writing 1100 外国語 English Theme 英語(Theme) 1

Media Professions 1600 一般教育 映像論 一般教育 2

Rock History 1965-Pres 2200 共通選択 共通選択 3

Beginning Guitar I 800 共通選択 共通選択 1

※あくまでもサンプルであり、今後も同様の対応をすることを保障するものではありません。
認定単位数は「授業時間／675」を目安に決定されます。（外国語科目の場合は「授業時間／1350」）
原則として、申請区分より上位の区分に認定することはありません（共通で申請→法律選択で認定など）
例はいずれも1年間留学したケースのモデルです。半年留学の場合は、この半分程度の単位数が目安となります。

ダブルディグリープログラム―中国 北京大学

TSA・CS-Lプログラム―ドイツ ボン大学

TSA・CS-Lプログラム―アメリカ ワシントン大学

交換留学―アメリカ ポートランド州立大学

交換留学―アメリカ オレゴン大学

留学先 結果

留学先 結果

留学先 結果

申請

申請

申請

申請

留学先 結果

留学先 結果申請
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帰国手続き 
帰国手続きにおいては、以下の書類の提出が必要です。 

※単位認定を希望される方は、申請科目ごとに書類を整理したうえでご用意ください。 

 

No 申請書類 

1 帰国届兼単位認定・留学期間に関する申請書 

2 成績証明書原本（英文） 

3 在学期間証明書 

4 成績換算表 

5 講義要項（シラバス） 

 

１．帰国届兼単位認定・留学期間に関する申請書 

対象者宛にメールでフォーマットを送ります。 

申請書は P9 の記入要領に沿って作成してください。 
 
２．成績証明書原本（英文） 

 帰国前に留学先大学に発行を依頼してください。英文の成績証明書の発行が受けられない場合のみ、成

績証明書の英語翻訳（全訳）を添付してください。 
 
３．在学期間証明書 

 私費留学の方のみ提出してください。帰国前に留学先大学に発行を依頼してください。 
 
４．成績換算表 

 単位認定を希望する場合のみ提出してください。早稲田大学法学部 Web サイトの「在学生の方へ」→「成

績情報」→「成績の表示」に掲載されている一覧表に準ずるものをご用意ください。 

 

５．講義要項（シラバス） 

 単位認定を希望する場合のみ提出してください。 

 

※単位認定審査にあたり、シラバスから授業内容の確認ができない場合、後日ノート・小テスト等の提出

を求めることがあります。 
 
・インターンシップも単位認定の対象となりえます。認定を希望する場合は、以下の A 群から 1 件、B 群か

ら 2 件の書類を提出してください。 

 

Ａ群 

 

 

Ｂ群 

・留学先大学に提出したインターンシップ

報告書 

・インターンシップ報告書（書式自由） 

・インターンシップ雇用証明書 

・就労証明書 

・業績・成果を証明する資料 

・就労時間数を証明する資料 

 

単位認定の審査は申請ベースで判定を行います。自身の学習計画・進路を含めてご検討のうえ、

申請をしてください。 
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「帰国届兼単位認定・留学期間に関する申請書」記入要領 
 

科目名（留学先） Encounters with Cosmos 

授業時間（分） 80 授業回数 34 授業時間合計（分） 2720 

科目名（算入）  （算入希望科目区分によっては記入） 

履修年度 2015 留学先での評価 B- 留学先での単位数 2 

算入希望科目区分 共通選択 

※塗りつぶし部が記入箇所 

 

科目名（留学先） 留学先の成績証明書記載の科目名を英語でご記入ください。 

授業時間 授業時間（分）と授業回数を記入すると、授業時間合計（分）が自動計算されます。 

科目名（算入） 

共通選択以外の区分への算入を希望する場合は、対応する法学部科目を記入してくだ

さい。 

（English Theme、国際関係論、政治学、など） 

履修年度 留学先大学における履修年度を記入してください。 

留学先での評価 留学先大学における評価を、成績証明書に照らして記入してください。 

留学先での単位数 留学先大学における単位数を、成績証明書等に照らして記入してください。 

算入希望科目区分 
共通選択以外の区分への算入を希望する場合は、算入希望科目区分を記入してくださ

い。 

 

帰国手続きにおける単位認定書類提出要領 
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その他、帰国に際しての注意 
１．ゼミの登録について 

留学前にゼミに所属している方は、留学期間中ゼミの登録が解除されます。復学後にも自動登録はされな

いため、帰国後に事務所にて再登録の手続きをする必要があります。 

再登録手続きは科目登録期間中に限ります。帰国後、忘れずに法学部事務所で手続きを完了してください。 

 

２．ゼミ論の登録について 

主専攻法学演習論文（ゼミ論）を復学後に申請する場合、ゼミの登録手続きのほかに、科目登録画面から

Web 申請する必要があります。なお、主専攻法学演習論文は主専攻法学演習（ゼミ）の履修が前提となりま

す。 

 

３．登録制限単位数の上限数の変更（科目登録） 

留学していた学期数に応じて、下記の通り帰国後の登録制限単位数の上限数を変更します。適用条件等に

ついて科目登録前に詳細を確認してください。 

 

半年間留学 ： 翌学期 23 単位 ⇒ 29 単位 

１年間留学 ： 翌学期 23 単位 ⇒ 29 単位 （翌１年 44 単位 ⇒ 54 単位） 

 

[条件] 

・私費留学・交換留学の場合、留学期間を在学期間に含める場合のみ、本制度を適用する。 

・超過申請する場合は、その学期中に少なくとも超過申請単位数以上の法律科目を登録すること。 

・復学後の学期から起算し、留学参加期間の学期分限定とする。 

・複数回留学した場合も、超過申請できる単位数は通算 10 単位までとする。 

・教務担当教務主任・副主任が必要と判断した場合は、上限単位数の変更可否を面談の上決定する。 

・帰国届兼単位認定・留学期間に関する申請書の提出をもって、本制度を適用する。 

・本制度を利用して 3 年卒業をすることはできない。 

・本制度を利用した場合の 3 年間での卒業算入単位の修得上限は 134 単位とする。そのため 3 年生秋学期

の科目登録の際に、必ず既得単位数及び卒業算入登録単位数の和が 134 単位以下になるようにしなけれ

ばならない。１３４単位を超えていた場合、科目登録が取消しとなる。 

・留学の時期により、翌年の制限単位数の年間上限数は次ページを確認すること。 
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★春から1年間留学

1年生 2年生 3年生 4年生

半期上限23単

位

半期上限23単

位

半期上限23単

位

半期上限23単

位

留学帰国者半期

上限29単位

留学帰国者半期

上限29単位

★秋から1年間留学

1年生 2年生 3年生 4年生

半期上限23単

位

半期上限23単

位

半期上限23単

位

留学帰国者半期

上限29単位

留学帰国者半期

上限29単位

半期上限23単

位

★春から半年間留学

1年生 2年生 3年生 4年生

半期上限23単

位

半期上限23単

位

半期上限23単

位

半期上限23単

位
留学

留学帰国者半期

上限29単位

半期上限23単

位

半期上限23単

位

★秋から半年間留学

1年生 2年生 3年生 4年生

半期上限23単

位

半期上限23単

位

半期上限23単

位

半期上限23単

位

半期上限23単

位
留学

留学帰国者半期

上限29単位

半期上限23単

位

年間上限50単位

留学帰国者年間上限54単位

年間上限44単位 年間上限44単位 留学帰国者年間上限54単位

年間上限44単位 年間上限44単位 年間上限44単位

年間上限50単位

留学

留学

年間上限44単位 年間上限44単位

年間上限44単位 年間上限44単位
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4 年間で卒業するためのアドバイス 
法学部において、留学期間を含め 4 年間で卒業することは決して難しいことではありません。しかし、よ

り安定して卒業までの道のりを歩むためには、いくつかのポイントがありますのでここで紹介します。 

 

１．留学を見据えた科目登録について 

法学部のカリキュラムでは、1 年次、2 年次、3 年次と必修科目があります。その必修科目のうち、大枠を

占めるのは法律必修科目です。この法律必修科目は、留学単位認定の対象とはなりません。したがって、留

学にあたっては、日本にいる間に法律必修科目を優先して履修することが必要です。 

 留学単位認定は法学部留学ハンドブック p3 以降に記載されたルールに基づいて行われます。留学前に単位

認定のルールと留学先のシラバスを確認し、具体的な単位認定の見込みを立てておきましょう。留学前後の

単位修得計画を同軸上で考え、卒業を見据えた履修ビジョンを固めておくことが重要です。 

単位認定の見通しを付け、留学も履修計画のうちに含める 

法律必修科目を優先して履修する 

 

外国語／一般教育／共通選択科目は専門科目に比べると単位認定がしやすい科目と言えます。これは海外

大学は学士課程に法律科目をおかないことが少なくないこと等から法律科目の履修機会が限られることによ

ります。したがって、留学先での履修科目を単位認定したい場合は、外国語／一般教育／共通選択の枠に単

位認定の余地を残しておく（卒業必要単位に算入できる枠を残しておく）ことが重要です。外国語／一般教

育／共通選択の枠が埋まった状態で留学に行くと、単位認定がなされても卒業までの実質的な単位数は減ら

ない（全て余剰単位にしかならない）ことが起こり得るので注意が必要です。 

外国語／一般教育／共通選択の枠は単位認定のために残しておく 

 

２．留学先について 

留学先の選定にあたっては、自身のモチベーションや将来設計を主軸に置くことが大前提です。その大前

提のもと、敢えて 4 年卒業がしやすい留学先を参考までにお伝えすると「法律科目を履修できる大学」であ

ると言えます。もし法律科目を置かない大学へ留学する場合は、期待できる単位認定の科目区分が限定され

るため、「１．留学を見据えた科目登録について」の内容が特に重要となります。 

同様に、留学によって認定される単位は留学先で修得した科目によって決まるため、あくまでもご参考で

すが、留学プログラム毎の傾向は以下のとおりです。 

DD：法律科目の区分も含め、認定上限に近い単位認定が行われる傾向にあります。 

留学先と早稲田大学法学部のカリキュラム対応性が高いため、留学先で履修した科目の多くは法学部の

科目に読み替えられ、共通選択ではなく上位の区分として単位認定されやすいです。 

EX-R,CS-R：法律、語学・教養科目の区分でバランス良く単位認定される傾向にあります。 

 留学先によっては、法律科目に相当する科目の履修機会が一定程度あるため、法律科目としての単位認

定も期待できます。 

EX-L,CS-L：語学・教養科目の区分を中心として単位認定される傾向にあります。 

 語学を学ぶためのプログラムであるため、外国語／一般教育／共通選択としての単位認定が中心になり

ます。 

留学先で法律科目を履修できるか要チェック 

 

３．留学時期について 
留学に出発時期として多いのは 2 年秋出発と 3 年秋出発です。そこで、代表ケースとして（１）2 年秋出

発 3 年春帰国と（２）3 年秋出発 4 年春帰国のポイントをここで紹介します。 

 

（１）2 年秋出発 3 年春帰国 

2 年秋出発の場合、2 年春のうちに 2 年配当の法律必修科目を修得することが必要です。また、外国語科目

／一般教育／共通選択の枠は留学単位認定したい分の余裕を持たせると良いでしょう。 

一方で、2 年秋開始のゼミには参加することができません。ゼミに参加したい場合は、2 年春のゼミ募集に

応募して帰国後に合流するか、留学を終えて帰国した後、ゼミ募集に応募するか、いずれかの方法をとって

ください（3 年春開始のゼミもあります）。 

帰国後は 2 年配当の法律必修科目を速やかに履修するとともに、3 年秋で 3 年配当の法律必修科目を修得

することで留学していない学生の履修状況に追いつくことができます。帰国後 1 年間で登録制限単位数が 10

単位増えること（※一定の条件あり）を活用すれば大幅な遅れを取り戻すことが可能です。 
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 1 年春 1 年秋 2 年春 2 年秋 3 年春 3 年秋 4 年春 4 年秋 

留学    留学    

法律必修履修    ←前倒し 後倒し→    

ゼミ   応募①  応募② 開始   

 
 

（２）3 年秋出発 4 年春帰国 

3 年秋出発の場合、3 年春までに法律必修科目を修得しておくことが非常に重要です。もし未修得のまま留

学すると、帰国後の 4 年秋の 1 学期しか単位修得の機会がないためです。 

 ゼミを履修中の場合は途中で離脱することとなりますが、担当教員の了承を得ることで、帰国後スムーズ

に合流することが可能です。 

 3 年秋出発の場合、帰国後の就職活動についてはあらかじめ充分な情報収集が必要となります。帰国後の 4

年夏以降に開催され就職セミナーの有無や求人の傾向をあらかじめキャリアセンターとも相談の上、チェッ

クしておくが重要です。 
 

 1 年春 1 年秋 2 年春 2 年秋 3 年春 3 年秋 4 年春 4 年秋 

留学      留学  

法律必修履修      ←前倒し   

ゼミ   応募 参加 参加 離脱 離脱 合流 
 
 

４．まとめ 
・留学の計画はできる限り早く立てましょう 

・法律必修を優先して履修し、外国語／一般教育／共通選択の枠は残しておきましょう 

・留学先では可能な範囲で法律選択科目を履修しておきましょう 
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